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第１０回 熊本市自治推進委員会会議録概要 

日 時：平成２５年１１月５日（火） 午前１０時～１２時 

会 場：熊本市役所議会棟２階 議運・理事会室 

出席者：上野委員長、荒木副委員長、浅尾委員、石田委員、金子委員 

坂口委員、中村委員、毎熊委員、松崎委員 

上 野 

委員長 

１ 開会 

ただいまより、第１０回熊本市自治推進委員会を始めます。 

本日は野中委員が所用のため欠席ということですのでご報告します。 

議事に入ります前に、事務局から配布資料等の確認をお願いします。 

事務局 （資料確認） 

・ 第 10回委員会次第 

・ 資料１「第９回までの自治推進委員会委員意見」 

・ 参考資料１ 「第９回自治推進委員会 質問への回答」 

・ 平成２５年度参画協働の取組 検証メモ 

以上が用意しております資料ですが、不足しているもの等はございませんでし

ょうか。 

上 野 

委員長 

２ 議事【検証】 

 情報共有・参画について確認 

それでは次第に沿って進めていきたいと思います。前回は地域の防災、地域の

健康づくりについてという事で、大江校区と松尾北校区の取り組みを視察した経

験、それからそういうものを通して皆さま方から様々な気付きであるとか、ある

いは課題についてお話をいただきましたが、本日は残りの協働についてご意見を

いただこうと思っています。前回の皆さま方から発言された意見・内容について

は資料で整理をしてもらいましたので、まずこちらのほうの確認をしたいと思い

ます。事務局の方から資料について説明をお願いします。 

事務局 それでは資料１をお願いします。第９回までの自治推進委員会委員意見という

ものでございます。これは第９回までということで、第８回は視察でしたけれど

も第８回と第９回の２回でいただいた意見をまとめさせていただいているもので

す。一部は前回第９回で前々回のまとめという事でご説明を致しておりますが、

それも含めまして第９回までの意見をそれにまとめた形で項目別に整理をさせて

いただいております。第９回でいただいた意見を主に説明させていただきたいと

思います。 

まず地域の防災対策についてでございますが、大きくは「住民の参加意識につ

いて」「行政の対応について」「取り組みの広がりについて」「防災について」とい

う事で４つに分けて整理をしております。 

「住民の参加意識について」ですが、上から４つめまでは前々回頂いた意見で

ございます。今回加えておりますのが、地域力をつけるために良いテーマであっ

たという点です。それから、行政主導の活動に終わらないように、自分の課題を

整理してから参加する必要がある。自己検証、自分のこととして考えさせる仕組
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みが必要、という意見を頂いたところです。 

「行政の対応について」は、地域の方と語り合える職員が出てきている。こう

いう取り組みを他の分野でも起こしてほしいというご意見を頂いております。  

また、「取り組みの広がりについて」ですが、自分がどう動くか考えることができ

る取り組みにしていくと良いのではないかという意見が出ました。 

「防災について」ですが、地震なども想定した取り組み、災害弱者への配慮な

ど、広い視点で考える必要があるという意見が出ました。 

次に、地域の健康づくりについてですが、こちらは大きく「住民の参加意識に

ついて」「コミュニティについて」「健康まちづくりについて」の３つに分けて整

理をしております。 

「住民の参加意識について」ですが、住民が自分の問題として情報をキャッチ

できているという点、 

「コミュニティについて」は、松尾北校区にはコミュニティが持続するメカニ

ズムがあるのではないか、役員だけの活動に留まらず、地域の健康を住民が自覚

できる機会になっていたという点がございました。 

それから、まちづくり全体に言えることとして、２つの事業に共通して、また

はそれらに関わらず、「地域のまちづくりについて」「情報共有・広報活動につい

て」ということで整理をしております。前回のご意見で加わったものは、「情報共

有・広報活動について」でございます。フェイスブックの活用について、情報提

供のマーケティングが必要、地域団体だけお知らせするのではなく、他の団体へ

も積極的にお知らせすることで、情報を広げていく必要があるという点、情報発

信で全国から課題解決する人を集める仕組みもあるというご意見がございまし

た。 

また、最後に、参画・協働の推進、マネジメントに関することとして、市民の

知恵と行政を結びつけるプラットフォームの役割が市民協働課に必要というご意

見をいただきました。以上が第９回までの意見をまとめたものになります。 

それから、前回の会議の中で、委員の方から何点か質問をいただいております。 

それについて、回答を用意いたしましたのでご説明いたします。 

 中村委員より、地域版ハザードマップの作成状況や地域での活用状況について

ご質問がございましたので、それについてまとめております。まず、地域版ハザ

ードマップの作成状況についてですが、市内の９０４町内のうち作成済が５２町

内となっております。地域版ハザードマップの活用状況ですが、全体の活用状況

についてはまだ把握が出来ていないということでした。マップ作成済みの５２町

内のうち、紙で配布できているところはその一部であるということで、地図を活

用した活動はこれからだということでした。それから参考といたしまして、スマ

ートひかりタウン熊本における「住民参加型ハザードマップ作成」ですが、これ

は今年度の事業で取り組んでいるものです。スマートひかりタウン熊本というこ

とで NTT 西日本と県と市が協定を結んで取り組んでいる中のひとつの事業です。

まち歩きの際に気付いた危険箇所等を紙地図に記入した情報や、タブレット端末
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を用いて入力した情報を、公民館等に設置した電子ボードによりデジタル地図に

登録していき、それがインターネットに公開され、住民の方がパソコンやスマー

トフォンを利用していつでも閲覧することが可能となるという取り組みです。そ

ういった取り組みを今年度導入に向けて準備しているところです。 

 次に、荒木副委員長から広報広聴制度の組織体制及び予算というご質問をい

ただきましたので、こちらもまとめております。広報広聴分野の組織でいいます

と、大きくオンブズマン事務局、広報課、広聴課の３つがありますので、それぞ

れの事務分掌と組織の現状を示しております。それから予算の状況につきまして

は、それぞれの大きな事業毎に総合計画の事業シートを載せております。広報事

業、窓口サービス向上事業、広聴事業ということで３つの事業を載せております。

事業シートの４番に、細事業毎の予算を示しております。右から３番目が今年度

予算額になります。オンブズマン事業については、広聴制度の中に入っておりま

して、その中の熊本市オンブズマン制度運営経費という部分が、オンブズマン事

務局が所管している事業となります。ご確認ください。 

上 野 

委員長 

何かございますでしょうか。 

なければ、議事に入っていきたいと思います。 

前回の１０月２５日が情報共有・参画について、もちろんその他の幅広い分野

についてご意見をいただきました。本日は、協働がメインということでご意見を

いただきたいと思います。今年度残された審議の時間としては、全体的な議論に

実質的に時間を取れるのは、今日が最後だろうと思います。次回あと一回残され

ていますが、おそらく答申案の議論に時間を費やすことになると思います。本日

までにいただいたご意見を、今年度の答申の材料にさせていただきたいと思って

おります。 

また、今日は事務局からメモとして項目を準備していただいておりますので、

このような観点から協働についてご意見いただきたいと思います。どなたかいら

っしゃいますでしょうか。 

なかなか最初は話づらいと思いますので、話題提供として私から皆さんと考え

られればと思っていることを話します。 

前回、荒木副委員長から、行政の役割について２つに整理してお話しをされま

した。ひとつは、行政も市民と同じように参画協働する主体としての役割がある

のではないかということ。もうひとつは、まさに市民協働課のような役割でしょ

うが、市全体として参画協働の取り組みが推進するようにマネジメントする役割。

このようなお話をされたかと思います。確かにこのような整理があるのだろうと

思うのですが、では市民から見たときに、このような参画協働、自治というのは、

どういう風な価値、意味づけされているのかということをいつも考えています。

条例等で決まっている理念や法律に定められた責務について、どうこう言うつも

りはないのですが、そもそも市民と行政というのは、お互いにどういう期待を持

ってやっているのか気になっています。例えば、松尾北校区のような、都心から

離れた地域で、伝統習慣として人々が協働していくということが根付いている地
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域です。昔の伝統的社会はそうでした。そうでないと生きていけなかった。そう

いうものを機械的連帯といいますが、私たちは都市化するにつれ、有機的な連帯

をしようという時代に１９世紀、２０世紀くらいからなりました。有機的連帯は

基本的に分業です。全ての人が、農業社会で地域に定着して、いつでも協働でき

る体制ではなく、任せるべき行政がいれば行政に、買うべき民間サービスがあれ

ば民間に、あるいは地域の役員さん、というように分業体制の中で社会を構成し

ているのです。しかし、時にこの市民協働を語ると、私たちはあたかも昔に戻る

ような、人々のつながりを強く求め、全ての人が全ての物事に出てきて苦役をや

るとか、全ての事柄の情報を得て理性的に判断し参画するとか、非常に過大な、

今の時代求めることはできない理想を入れ込もうとしているのではないかといつ

も思っています。現実的に行政に参加を求める要求というものはあると思うので

すが、それは、市民として自分達が持っている意見、立場、利害などの影響力を

行使したい、行政を監視したい、モニタリングしていくというガバナンスの考え

方もあるかと思います。もうひとつは、行政にやって欲しいという期待です。地

域づくり、まちづくりに行政もパートナーのひとつであることは荒木副委員長も

おっしゃったとおりです。ひとつは、行政に支援して欲しい、お金を出して欲し

い、資金を補助して欲しい、さらには、入会（いりあい）や財産区で見られるの

ですが、行政に邪魔されたくない、行政は関わらないで、ここは私たちのもの、

といったこともあるかもしれません。今回見た、防災や健康づくりは、私たちが

どの場面でどういうものを行政に求め、どういう場面では地域でやるべきことか、

どこからどこまでは個人でやることか考えるには良い事例でした。しかし、皆さ

んがこれから市民参画・協働という大きく多義的なものを投げかけられたときに

考えられている姿は、例えば、失礼ですが、坂口委員は地域にはほとんど関わり

が無く、興味がない、ところが NPO を通してなら熊本の社会には興味が持てる、

そこのネットワークは既に持っていて、ある意味、坂口委員は有機的連帯を持っ

ていらっしゃる。ところが地域から見ると、地域の中では透明人間です。そうい

う人を地域に巻き込むのか。あるいは、地域の中で協力しない人がいっぱいいて、

知らなかったという人がいる。そうすると、みんなにお知らせをしないといけな

いのか、お知らせされたら協力しないといけないのか。こういうものをどこまで

議論として求めているのか。私たちは、そういうことに対して違う視点で話して

いるのではないかなと思いがあるのです。そのあたりから、情報共有・参画・協

働について、皆さんたちからお話しいただけたらと思います。これで整理したら

正解ということは難しいでしょうが、これからまとめていく上で、本当に人々が

物理的に協働しなければいけない部分もあるでしょうが、ある部分ではきっと地

域で役割分担が出来ていれば、人々は暮らしていける部分もあるのではと思って

いるのですが、いかがでしょうか。 

坂 口 

委 員 

今、仰ったように、私は自治会の活動に全くと言っていいほど関わりがないの

ですが、文化などの分野では、行政の方と一緒に協働でいろんな活動をやってお

ります。ここは自治推進委員会の場で、私がやっているような市民公益活動との
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協働と地域での協働は意味が違うのかなと思います。ただ、それらが有機的につ

ながれば、またより深い住民と行政の関わりができてくるのかなという気がして

います。 

中 村 

委 員 

私は、校区のまちづくりをしているのですが、以前、市と協働でやっていた健

康や環境、食と農なども、NPO として独立して新しい協働の形でやっているので

すが、地域の住民の方から見れば、私がやっていることは熊本市のための活動で

す。会議参加への駐車場代などを地域の団体にいただいていますが、私の活動を

説明してよいものは地域に引っ張ってくるからと納得していただいています。ま

ちづくりや地域公民館の修理などの予算を行政から持ってくれば喜ばれますが、

健康や環境、食と農の活動にはほとんど地域住民の参加はありません。組織形態

が確立していて命令されれば動く校区ですが、松尾北校区のような昔ながらの良

い校区とは別に考えなければなりません。 

今度、子育て支援の会ということで、保育園の園長先生を民生児童委員にして

まちづくり委員会と自治会で一緒にやっていこうということをしています。小学

校については校長先生、あとは体育養護委員と子どもたちの健康づくりをやろう

としています。私が複数の委員に入っていって全体のまちづくりを見ているとき

に、周りはその分野に特化した人ばかりで、子どもが小学校に通学している場合

は小学校のことだけ、卒業すると中学校のことにだけの活動、高校に行けば離れ

てしまうという感じです。 

池田校区の方と仲良くしていますが、池田校区は、山鹿に農業体験に連れて行

ったりとか、十何町内ある自治会ですが校区でお祭りをやったりとか、一人でネ

ットワーク作りをされています。 

今は過渡期といいますか、あと４、５年すれば、熊本市も良い都市になるよう

な気がしています。新しい協働の形を模索していく必要があると思います。大事

なのは、ネットワークです。どこで誰が何をやっているのか情報共有することが

重要です。優良事例や失敗事例を聞いて生かしていけるからです。 

私たちは、以前の地域づくり推進課の時代から市役所に２０年通い続けました。

その時の職員さんが、今、健康づくりなど様々な部署に行ってらっしゃいます。

そのネットワークが今の私の財産です。市の職員、見える職員がいればいるほど、

私の活動が広がっていって、行政から逆に委員就任のお願いが来たり、意見を求

められたりします。個人的な話で言うと、以前環境で、エコパートナーくまもと

をしておりましたが、動植物園で韓国から自治体のトップを呼ばれて座談会を行

ったのです。そうすると、今度は逆に市を通して、韓国の方から呼ばれて行きま

した。これも新しい協働のひとつかも知れません。 

まちづくりは組織がバラバラなので、まとまるものもまとまりません。私は、

地域づくりをまとめてやっているのですが、ネットワークがふわっとしたものが

まちづくりかなと思っております。 

上 野 

委員長 

ありがとうございました。 

現実の場面からお話いただきました。地域のことを思えるのは地域の人であり、
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その方々も集まりにくいけど、中村委員のような方がいれば、中村委員が行政や

他の自治会とネットワークをお持ちで、地域が外部のリソースや情報を持ち込ん

で何かできるかもしれないし、中村委員のような人が地域で選ばれなければ、も

しかすると自分達だけでは何もできなくて、行政にお願いするばかりの地域にな

っていたのかもしれません。 

中 村 

委 員 

私は、引っ越してきたのでよそ者だから良いと言われたのです。地域にずっと

いる人は、地域のことはわからないとはっきり言われるのです。自治会長は２年

毎に変わって、陳情しかしません。 

ただ、思っているのは、熊本市の情報の出し方は、自治会長にはがきや封筒で

毎日１通、２通ずつ来るような形で、苦情のようになっています。最後には見な

いようになってしまいます。公民館長は、私が会計をしていますので、６年間は

請求書を私が書いて弁当代などが出ていますが、館長の疲労軽減で、書類は全て

私のところへ来て、ひどいときには、町内の交通安全の看板が壊れているなど陳

情が私のところへ来ます。私は、そういうときに、すぐに区役所や西部土木セン

ターに行ってあげるのです。そういう人がいないと今の私の地域はうまく回らな

いかと思っています。 

上 野 

委員長 

社会的役割を担うという人を輩出できる地域と出来ない地域がどうもあるよう

な気がしますね。 

松 崎 

委 員 

９回目の会議になっても、特に区になってからは、区単位のまちづくりを作る

となって、NPO がどのように参加していくのかという居所がわかりません。ここ

が分かれば、今後私たちはどのように動けばいいのかが決まります。 

しかし、坂口委員と同じように、地域を越えて活動しているので、それを皆さ

んのまちづくりや他の NPO と一緒にやっていくことは、以前よりもまして宙ぶら

りんになっていると感じます。区役所と地域の自治協議会などが密にやればやる

ほど、NPO が浮いた感じが非常にしています。この会議では何度か、中村委員が

仰られたようなネットワーク、地域の団体と NPOをどのようにつなぐかという話

が出てきました。浅尾委員などは、前回、市民協働課がもっと権限を持ってやっ

て欲しいと仰られましたが、ひとつは、あいぽーとの役割なのかなという風に思

っております。ただ、あいぽーとは、これまた宙ぶらりんで、NPOの設立、認証、

運営の相談という知識は持ちながら、地域のまちづくりの団体や行政といかにネ

ットワーク、コラボレーションしていくかという立ち位置が見えないばかりに、

ご相談にお見えになった方には持っている情報を提供することはできるのです

が、こちらからの情報発信はどのようにすればよいものか、まだはっきりしてい

ない状況です。だから、坂口委員や毎熊委員や私なんかは、お互いの活動は知っ

ていますが宙ぶらりんな状態です。 

私も地域では、子どもがいるときは子ども会などが必要なのできちんと参画し

ているのですが、それが終わると何となく疎遠になってしまって、あとは回覧板

を見るくらいという立場です。地域の一員であるという自覚を持ちながらも、私

たちがやっている活動は楽しい方向にいっているので、このように地域への参
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画・協働と言われると、私たちがやっていることは参画・協働に値するかという

ところからまず検証しなければならないような気持ちになっています。ただ、NPO

を始める方に申し上げているのは、自分達が楽しいと感じないと活動は続かない

ということです。楽しいの中には、宴会のときのような楽しさだけではなくて、

やりがいがある、自分がそこで生かされる、仲間と楽しいということがないと長

続きしないということです。これが地域の活動とは少し違うかなという気がして

います。地域の活動もやれば楽しいのかもしれません。そこが、どのように交わ

っていくかが難しいです。上野委員長も言われたように、私たちは行政との協働

はなじまないやり方で、専門性を持って、自分達が好きなことをやっている感覚

だったので、行政には邪魔してほしくないというスタンスでやっております。で

すので、これからどのように協働していくのか難しい面を持っていると思います。 

上 野 

委員長 

ありがとうございました。今のお話を伺いながら思い出すのが、NPO といいま

すと公共性を求めている団体ということが世の中に広がっているようですが、も

ともとは自分達がよかれと思うことを自分達の仲間で楽しくやっていくことであ

って、そういう人々の活動があることが都市の活性化につながるでしょう。また、

行政はミニマムなサービスを提供しますが、そういうものでないものを社会に実

現させる人もいるでしょう。自分達が好きなことを楽しくやっているというレベ

ルもありますね。 

東京の特別区などの市民協働課は、こういう市民活動団体がたくさん起こるこ

とを推奨していたように思えますが、私たちには地縁的なものに依存した暮らし

があるのも現実です。仰られたようなボランティアグループや市民活動団体がこ

の議論の中にどう入れ込んだら良いのかという戸惑いは熊本では生じやすいかも

しれません。ただ、海外の事例を見ますと、NPO などの団体の関心のある分野が

教育、都市環境、福祉などありますが、本来ならば、そういう団体がゆるい部会

などを作って意見を出されたり、あるいは、なんらかの話し合いの場を行政のお

膳立てではなく自分達で作って世論を作っていかれたりすると、行政から見た参

画・協働ではありませんが、社会から見たら、参画、社会づくりに関わっている

ような気がします。 

浅 尾 

委 員 

松崎委員の意見で私の発言が出ましたが、私が言いたかったのは、情報共有・

参画・協働というのは、行政から出たものという認識が強く、だったら行政がや

れよ、協働を求めるのであれば、参画まで市民に関わらせたらどうだ、そのため

には情報共有が必要だという立場です。熊本市の場合は、行政、公務員のまちだ

といいました。そういう意味で言った発言です。松崎委員のような NPO は、独自

でやっていいと思っています。見ていて行政が、NPO を利用しようとしている気

がして、私としては腹立たしい。だからやりたい人はやりたいようにやっていい

のではないかと思っていたが、そうではないからそういう風に言ったのです。行

政のやり方に対する不満です。新しいことをやるならば、もっとオープンにやる

べきではないかということで、自治基本条例に関わったのです。そしたらそうで

はない状態になって、荒木副委員長が当時仰っていたようになるのかと期待して
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いたのですが、そうでない状況になっています。前回の発言は、市民協働課は行

政の中を見張る課であって欲しいという意味でいったのです。 

金 子 

委 員 

私は、富合町の婦人会をやっていて、婦人会は６つの項目を掲げて戦後６０年

活動しているのですが、それが今なぜ衰退しているのか考えています。健康にし

ても子育てにしても、婦人の立場で細々と活動しているのですが、みんな若い方

たちは、婦人会の活動が目に見えていない。だから、協力できない、参加できな

いという感じで年々減っているわけです。婦人会の６つの項目、健康、環境、福

祉、子育て、交通安全、他団体との協力ということで掲げております。会員はい

つも集まるので知っておられますが、いざというとき、福祉で災害の炊き出しを

行っております。ですが、災害が無ければ、皆さん忘れられている。健康であっ

ても、自分が健康ならば関係ないという感じで皆さん考えられている。先月、動

物園で健康を守る婦人の会と一緒に、がんや結核予防についての啓発活動に参加

しました。会員さんは婦人会が動いていることを知っていますが、若い方にぜひ

入ってくださいと説明しても、皆さん忙しい、婦人会の活動はあってないのでは

ということで入ってくださらない。昔からいらっしゃる方々は、機会がある毎に

説明しているので分かられますが、若い方はそういうのが全然分かられない。だ

から、どう若い人に知らせていくかということが課題です。町民体育祭があれば

そのときに説明したり、環境問題については拡声器を流して川の水が浄化されま

すという啓発を行ったり、会合があるたびに活動を言ってはきているのですが、

なかなか皆さんに認めてもらえていません。そういう中に、行政も参加して協力

いただけると違ってくるのかもしれません。合併して助成金などもなくなりまし

た。婦人会の活動も厳しくなってきています。協働と言われると、婦人会は結構

してきているのではないかと思いますが、だんだん見捨てられてきているのでは

ないかなと感じています。 

上 野 

委員長 

確かに、地域婦人会や青年団は、絶滅危惧種みたいになってしまっています。

ただ、制度的に社会教育部門などが活動の支援を戦後ずっとやってきているので、

なんとか組織は留まっているものの、あちこちの地域で解散という状況になって

きています。全国的な活動ですらこういう状態なのに、地域の中でコミュニティ

や NPO など広く連帯を求めていく活動というのは、大きな困難に直面していると

思うのです。これからも整理していかなければなりませんが、私たちはそういう

状態は好ましくないと考え、できれば多くの人が参画協働して欲しいと問題を持

っていこうとしているわけです。では、あとは啓発すれば理解して協力、参画し

てくれるのか、情報を与えれば、人は協力、参画してくれるのかという問題を考

えるときに、実は悲観的なデータが私たちの研究からはたくさん出てきています。

危機的状況では人は協力します。協力しているときはとても幸せを感じるそうで

す。でも、協力は１ヶ月も持ちません。逆に言えば、通常の社会では、私たちは

大方満足していて、協力することはコストでしかない。面倒くさいことでしかな

い。時に、参画している人は、そこに喜びやつながりを経験していますので、そ

れが参画の動機になっていくのですが、そうでない人に、既に満足している、市
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民としてなんで地域活動に参加しなければならないのか、誰かやってくれればい

い、市役所の責任ではないかといった気分が広がる社会の中で、どんな手段でお

知らせするべきか。おそらく、フェイスブックやツイッターでお知らせするとい

うことは、ほとんど効果はないと思います。これから生まれてくる子どもたちを

洗脳するといいでしょうが、既に生まれてしまっている私たちがお手本を子ども

たちに見せてしまっている中では、いま何とか動いている松尾校区や中村委員の

校区のように皆で協力することが当たり前で、協力しないことが居づらいという

ような社会的圧力がかかってきているところではなんとなく続くのでしょうが、

そうでないところに情報提供、啓発をやり続けても、たぶん地域として状況はも

っと悪くなるでしょう。そんなところに、NPO みたいな人たちが全然違う形で出

てきています。この辺との組み合わせしか、こういう問題を乗り越える手段とし

て私は思いつかないのです。 

もうひとつ、先程、行政に使われていると仰いましたが、地域版ハザードマッ

プのところでも分かりましたが、ハザードマップを作るというのは、防災リスク

コミュニケーション能力を高めるということで、国や地方行政の施策に掲げられ

ているからこのような手法が出てくるのです。しかし、行政は作ってしまえば興

味がないから、地域の人たちがどう活用するかは地域の問題ですと突き放し、ど

う使われているかリサーチするという動機は働かない状況です。健康づくりにし

ろ、防災にしろ、行政はそういう施策上、仕事として振られ、そこに成果目標が

定められているので働きかけます。これは仕事として仕方がないですね。組織や

行政とはそういうものです。それと住民側は利害を一致させ、行政はそこまでし

かやれないのだから、それをどう使っていくか力量次第で良い地域はうまくやる

でしょうし、力量がない地域は、行政のミニマムなサービスで甘んじるしかない

というのが、現実社会のような気がします。それだと市民協働を言う意味がなく

なるのでしょうか。 

石 田 

委 員 

地域のつながりではなく、他のつながりが若い世代には多いのかなと感じます。

坂口委員も地域にいるけど、文化やアートのつながりはあって、地域の活動には

なかなか出ないと仰っていましたが、私も地域の会合に参加するかと言われたが、

なかなか参加していないという状況です。やはり、上野委員長が仰ったように、

若い人は、ツイッターやフェイスブックのように「いいね」というコミュニティ

を重視していて、地縁よりも外に広がるつながりが多いようです。 

昨日、マチナカレッジというイベントに参加しました。２０代３０代の、下通

り、上通りでバーや飲食店、美容室等を経営している人たちが、武雄市の樋渡市

長を呼んだり、島根県海士町のコミュニティデザインを担当した山崎亮さんを呼

んだりして、街を盛り上げようと講演会をやっていました。そこで、マチナカレ

ッジがどことつながっているかという話をしたときに、熊本市内の同じような団

体とではなく、県外の同じような団体とつながって活動をしていました。このよ

うに身近な地域のつながりではなく、それ以外のもっと広いつながりを重視して

いるのかなと思います。別のつながりですが、熊本を盛り上げたいという気持ち
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があることは、その方々の話しを聞いて私も感じました。 

先程、松崎委員も仰られたように、なかなかそういったところに民間がやられ

ているレベルなので、行政には干渉してほしくない、関わってほしくないという

意見もあると思うのです。そうではあるのですが、ただ、そういう民間の方と語

り合える行政職員がいればいいなと思います。少なくともそういった面白い地域

を盛り上げようとしている人を知っていて、他の地域団体や NPOに紹介できるマ

インドがあったらいいなと思います。地域の活動だけでなく、組織全体で市民の

活動を把握してもらえると若い人たちも入りやすいのかなと感じました。逆に、

若い人たちも地域のどことやれば熊本を盛り上げられるか関心を持って見ておく

ことも必要かと思います。ただ、上野委員長も仰られたように、情報提供と啓発

だけで、どこまでできるかという課題はありますが、悩んでいるもの同士のマッ

チングを図っていくことが重要かなという印象です。 

上 野 

委員長 

まちづくりとか楽しいことは、趣味の仲間がどんどん世界にまで広がって、行

動を起こしていくのです。そういうテーマは、機能的なネットワークが網の目の

ようにあちこちで産まれては消えていくのです。一方で、地域の中になんらかの

機能を持たせたいと思うのですが、日常は面倒くさいことなのです。例えば、健

康について地域でできるだけ高い水準を保ちましょう、災害が起きそうなときに

情報をうまく流してみんな逃げ切りましょう、お年寄りがどこに住んでいるか干

渉はしなくても元気でいるかどうかは何とか見守っていきましょうとか、狭いコ

ミュニティの中での隣人や他者への共感、関心をどう維持するかということが問

題です。これと、文化芸術など、具体的な何らかの課題を解決していくこと、楽

しくそれが社会的に良い活動というのは、誰かとつながっていなくてはいけない、

誰かを見守りましょうという、そこに責任を持つなんていうことはやらない世界

の問題です。私たちは、２つそれぞれを一緒に市民参画・協働を語っているよう

に思います。そこに行政がどのように関わるかというと、ある場面では、資金提

供者として期待されるでしょうし、ある場面では、コーディネーターのように地

域が成長することをお手伝いする役割を期待されるでしょうし、ある時には、こ

れは行政の仕事でしょうと言われてしまうこともあるでしょうし、ある時には、

行政は口を出すな、資金を出してくれるならばいいけどと言われる場合もあるで

しょう。 

先日、内閣府で話をしていたときに、これからの社会をどうしなければならな

いかという議論になりました。数が正確ではないですが、２１００年で、人口が

６、７千万人まで落ちていきます。今の半分まで日本の人口は落ちていくのです。

さらに人口構成は今と変わっていくでしょう。あちこちの町や村は、人口がいな

くて住むところもいらないので、町おさめ、村おさめしなければならない、うま

く自然に戻していく、廃村することも考えなければならない、大正時代の人口ま

で戻していかなければならない時代にこれから入ります。このときに、私たちの

生活圏がどういう状態だと暮らしやすいかというのを考えなければならない。そ

れが行革でしょう。行政の能力については、国民の多くは増税には反対していま
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すから、行政職員を増やすことや予算を増やすことには基本的には反対でしょう、

それは行政職員を減らすほうにはさらに進めていこうということです。投票や税

を見れば、公的な地方政府機関としての役割については期待しないということを

私たちは選択しています。そうすると、自分達で自分達の責任で暮らしていくの

か、周りの人たちとの関係をどのようにして暮らしていくのかという話になるの

ではないのでしょうか。そういったときに、自立したコミュニティは暮らしやす

いでしょう。そうすると、みんなそこに流入してくる。ですが、流入してくる人

たちは、たぶんフリーライダーです。悲観的に考えれば、いいところに入ってき

て、いいところを壊していくというメカニズムが働きかねない。いいところに入

ってきて、いいところに巻き込まれていく人もいるかもしれませんが。こう考え

たときに、地域で自立的なコミュニティを運営する能力というのは、安心安全に

暮らすために必要な能力ですが、私たちは反対を向いています。地域に関わりた

くない、面倒くさい、誰かやって欲しいといった方向です。この両方に向かう２

つのベクトルを、どのように納得できる話にできるか、それは解決不能な問題を

扱っているのではないかと時々思ったりします。 

荒 木 副

委員長 

広報広聴制度の資料を頂きまして、ありがとうございました。私は、１００市

以上の行政診断、組織診断を見ましたが、広報広聴機能の予算、人員、組織体制

を分析したのです。ここに出された内容では、熊本市の場合、書類上は理想的と

判断できます。しかし、パブリックコメントの件数、地域説明会の参加者は少な

いといった状況です。熊本県も同様です。行政は理想的な体制ですが、現実は実

をあげていない状況のギャップに大きな問題がありそうだと受け止めています。 

１９７７年、ロサンゼルスの郊外で、コミュニティライブラリーの開館時間を

どうするかという課題がありました。市民の意見と行政の意見でやりあう場面に

直面しました。行政は一定期間内で予算を計上して行うので、開館時間を延ばす

と予算、人員がこれだけかかるという風に出しました。それは従来の決められた

枠内で計算するのでそうなるのです。ですが、住民は違う考え方を出したのです。 

日本は幕藩体制以降、官治的な生き方が染み付いているので、行政は助成金を

くれるところという考え方ばかりで、自主自立（律）の考え方が足りない、中村

委員の仰ったようによそから来た者は何も知らないから受け入れるということを

裏返すと官治の側面の考え方なのかなと思います。 

先程の上野委員長のお話は多面的な問題に指摘されていたかと思います。全部

解いていくと悲観的になってしまって、５、６回の検討で考えても前に進まない

のかなと感じました。そこで前進するためには、具体的な地域課題を解決の手段

として取り扱うしかないかと思います。ある地域でのこういう課題については、

気付いて関心を持っている、地域住民の２割５分から３割程度関心をもっていれ

ばうまく転がせるだろう、その中で実際に動くのは１割程度だろうと考えるわけ

です。誰かが活動していれば、加わる人が出てくるかもしれません。柳川の水郷

をきれいにして観光地にしているのは、柳川市の一人の職員がきれいにしている

のを見かねた住民が気付いて手伝っていったのです。これは、住民が気付いて手
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伝って地域をきれいにし、地域を活性化に結びつけようとした成果です。１１月

３日、九大と京都大の大学院生のチームがソーシャルビジネス研究会の実践プロ

グラムの発表をとって１位をとったようですが、彼らの活動は NPO でもなく、ボ

ランティアでもなく、自治会でもありません。彼らの気付きからの活動です。人々

が社会生活で気づいた事柄をどのようにして社会に役立つような方向へ繋げてい

くかということを考えていたようです。それと同じような例が柳川でもあったの

かもしれません。 

障がい者施設で何かを生産する時に、材料費、作業時間、その他経費など普通

の民間企業と同じように割り出して、利益が上がるでしょうか。利益を上げない

活動が NPO だとすれば、利益をあげる活動に結び付けて、あがった利益はまた社

会に還元していく方向へ繋げていくという形で、利益はあげてもいいのではない

かと私は思います。松崎委員も活動しやすいでしょう。努力した結果なので、利

益をあげてもよいと私は思います。 

基本的に整理していくとすれば、私的領域と公共的領域をどのような基準で分

けて、両者がオーバーラップしている領域をどのように見ていくか、その中で協

働を考えていく。私は、ニューヨークの大学の先生が言った、co-production と

いう理屈を触れたので、それを勉強して、生産性の向上という意味で生産者と消

費者が共有できる領域を一定の公共的の領域として、両者が知恵を出し合う原理

をもって協働としました。その線にのるような理屈を組み立てて、枠組みを作っ

て、実践プログラムに繋げていくことが必要だと思います。それが、今の自治基

本条例や市民参画と協働の推進条例のどこに足りないと指摘をするくらいで、こ

の委員会の役割は十分だと思っています。大きな枠組みの中で、論理、筋道を示

して、具体的な事例について道筋を示してあげるくらいで十分だと思います。先

程からの多面的な面で協働を見ていくと分からなくなってしまいます。 

全国ベースで北海道から沖縄まで、どのような協働をやっているか見ています

が、だいたいどこも基本的な社会生活原理は同じです。例えば、情報共有など、

社会を構成している人たちが地域の情報について共有できているかという走り

は、昭和３８年の横浜市長が行った「一万人青空集会」、４２年の東京都知事がや

った「五万人集会」です。熊本市の２０００人市民委員会も似ていまして、言葉

だけが走って新聞等をにぎわせますが、実質的にはつながっていかない。これを

どのように繋げていくかということが重要だと思います。それを考えた場合、狭

い空間で考えると地域が重要です。総務省では合併を進めてきながら、自治区を

充実させて、住民自治を強化していかなければいけないという言い方をしている

わけです。先程、上野委員長が言われたように、６万２千箇所の地域集落のうち

２４００箇所が限界集落として発見されていて、それらが５年から７年経つと消

滅していく可能性があると調査をしています。国で合併を推奨しながら、片方で

限界集落など地域が衰退していくのをどのように捨てていくかということを考え

ています。そんな中で協働といっても、あっち行きこっち行きとなってしまいま

す。それは押しとどめなければなりません。 
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そういうときに、ソーシャルビジネスのようなやり方を熊本でもやって、高等

教育機関、行政、市民が参加してやりあっていけば、いくつかの協働プログラム

が出てくると思います。このような多様性は多いに認めて、活動に繋げていけば

よいと思います。 

上 野 

委員長 

ありがとうございます。拡散していく思考をうまく引き戻していただいたかと

思います。とりわけ参画協働ができる分野を洗い出して、私たちが今年度みた事

業、健康づくり、防災もそうですが、こういう分野でどういう取り組みが有効に

行われてきたのか、有効性や限界について考えてきたわけですが、市が作られて

いる PI指針、自治基本条例などの理念が、全ての取り組みを包含して、何もかも

この手法で参画協働を進めている面では限界を感じます。ケーススタディの中か

ら効果的な取り組みを検証しようという最終的な落としどころに荒木副委員長か

ら戻していただいたので、そちらの方に残りの時間で意見交換できればと思いま

す。 

浅 尾 

委 員 

先程、荒木副委員長が仰られた、ソーシャルビジネスの番組を見ていました。

NPOとの違いが分かっていませんでしたが、先程荒木副委員長が仰られたように、

儲けてよいということで、儲けることを目的に若者が頑張っている場面を見まし

た。松崎委員、もう少し NPOとソーシャルビジネスの違いを教えてください。 

松 崎 

委 員 

NPO が儲けてはいけないということではありません。ただ儲けたものを利益配

分してはいけないということが、NPO 法で決められております。ソーシャルビジ

ネスもそういった意味では、NPO法人の活動と同じ側面を持っていると思います。

ただ、ソーシャルビジネスと NPO をどのように区分けするかということは難しい

のですが、NPO も自分達のやっている活動が多くの人に支持されて会員になって

いただいて会費をいただいたり、イベントなどの催しをやって資料代などを徴収

することもできますので、大きな利益ではありませんが、ある程度の利益は出て

きます。それを配分ができない、次の活動に使ってください、もっと大きな事業

をやるときに使ってくださいという意味で同じだと思います。定義はいろいろあ

ろうかと思いますが、私たちが勝手に住み分けしている部分は、スモールな形の

ビジネス、いわゆる利益を追求するためのビジネスだと思っています。NPO 法人

は利益配分できませんが、利益配分できないということは、ソーシャルビジネス

の団体が決めることができるかと思います。任意団体であったり、株式会社、社

団団体などいろいろな形態をとりますので、そこが自由な経済活動が保障されて

いるかと思います。NPO 法人も法人ですので利益は出していいですが、利益の出

し方、配分などが違うかと思っています。ソーシャルビジネスというのは、昔か

らあった小さい商売だったと思うのです。ぼかし、EM菌を使った団体をご存知で

しょうか。あの団体はすごくお金を持っていますが、NPO 法人ではないです。あ

のようなものがソーシャルビジネス、コミュニティビジネスに該当するかなと思

っております。 

浅 尾 

委 員 

法人格をとるためならば、１円でも法人になれるのでしょう。NPO 法人は特別

に要件があるのでしょうか。 
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松 崎 

委 員 

NPO 法人は、会員が１０いて、定款を作って登記をすれば、資本金などは全く

必要ないです。株式会社の場合、１円からでも設立できますが、１年後に１００

０万くらい資本金を積まないといけないですよね。NPO 法人は資本金にあたると

ころは全くありません。会費で運営していくということですので、一人千円であ

れば、１０人だと年間１万円もしくは月１万円といった形で、自分達で決めてい

きます。そういったところで設立のときから違います。 

浅 尾 

委 員 

昨日の番組では、自由度があってのびのびしていて、人を集めるようなパワー

があるように見えました。そういうところが NPOではないということで、なんな

のだろうと思いました。結局、一緒に関わっていく人たちの儲けもあって分けて

いく、これは NPO にもあるのでしょうが、手伝ってくれたところにはお金を払っ

ていくということが必要なのかなと思いました。熊本市は NPO 法人の認証の権限

を政令市になって持っていますが、熊本市の NPO法人はほとんど活動していない

団体ばかりですね。権限が市に移って変わったかといってそうでもないみたいで

す。結局、熊本には合わないのではないでしょうか。ソーシャルビジネスの話を

みているとこれだったらできるのではないかと思いました。多く人が集まらなく

てもやれるじゃないですか。 

松 崎 

委 員 

やはり、ソーシャルビジネスは普通の会社と一緒なんです。きちんとした資金

計画が優先され、それに基づいて事業計画が作られる。資金計画が先なので、思

いを一緒にしましょうとなっても、ビジネスになるといかにお金を動かしていく

ということなので、思いをつなげることは難しいかと思います。自由度が高いと

面だけを見るならば、NPO 法人はやめた方がよい、株式会社などの一般法人でや

られた方がよいですとお勧めします。NPO 法人が続かないという問題は、資金も

あるかもしれませんが、書類だけで簡単にできるために最初の１０人かが同じ思

いでやっていくという覚悟が足りない、少なくなってしまっていることもあるか

と思います。富を分配してはいけないと申し上げましたが、交通費や活動にかか

る諸経費、管理費などは出すことができます。最終的な利益を会員で分配しては

いけないということなので、事務職員の給料などは支払います。そこを見ると、

普通の株式会社と変わりません。本当に NPO 法人なのですかと言われると、

Non-profit、利益を追求しないということで儲けてはいけないということではあ

りません。よく間違われる点です。はっきり儲けますと言いたいのであれば、NPO

法人はとらない方がいいですと言っております。 

浅 尾 

委 員 

うちの近くに、スポーツ系の NPO 法人があるのですが、設立から１０年近くな

って衰退していっていて、役員さんが固まってしまっています。事務局にもロー

テーションで出てきていただいているのですが、高齢化していて、新しい役員さ

んがいらっしゃらないといけないのですが、誰も来ていません。手伝った分いろ

いろもらえるのならば、来てくれる人もいらっしゃると思うのですが、そうでは

ないみたいで危機的状態です。校区自治協議会で協力していきたいなとは思って

います。 

うちの地域は、地域の中で行政に協働を求めようと活動を起こしています。広
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場が無くなりかけているから、動いていこうと思っております。行政から言って

くる協働ではなく、地域から行政に声をかけていくと人がつながってきてよい方

向に向かっています。コミュニティセンターなどの課題があったから、つながっ

て話が出来ています。 

ところが、隣の校区は衰退していて、地域の会長さんを誰にしようかという状

況です。せっかくなので私の校区と一体で活動ができたらと考えているのですが、

市が認定している校区自治協議会とは小学校区単位なのです。もう少し広げて、

中学校区単位で活動できたらと思っているのです。そうするとパワーが出てくる、

向こうの意識のある方々と一緒に活動ができるということができます。これから

相談しながらやっていこうと思っているのですが、新しい動きが出てきています。 

上 野 

委員長 

 

今、仰られたように、行政がたまたま決めた町内では狭いから、小学校区単位

の人のつながりができたらということで、町内会の機能を補完するような形で、

校区自治協議会ができたと思うのです。行政は制度的にそこを目的に動いている

のですが、さらに区割りの線引きもそうでしたが、町内会その他の地域は人為的

に決めたものであり、それを超えて複数の地域が連携するというのは普通の話で

あります。ただそれを制度的に保障させようとすると難解な話になります。それ

ぞれの地域がアイディアを出してやられるといいかなと思います。今、農村地域

では人がいないので、割と普通に起こっています。農区を合併させるという制度

的なものはできないですが、実質上、機能を一緒にして村づくりの協議会という

ものを複数の地区で作ってみたりということは起きています。おそらく、浅尾委

員の地域の取り組みが先進事例となり、続くところが出てくれば、そういうもの

をサポートする体制も行政が作っていくのかなという気がします。先に行政主導

でやらされ感でやるのではなく、陳情して制度を作ってもらわないと動けないと

自己を縛るのではなく、住民自治のレベルは、住民が様々なアイディアを出しあ

って住民で作っていくことができる世界だということが伺えました。ありがとう

ございました。 

今回は、全体の話から入りましたので、重要ではあるのですが本題から遠い話

になってしましましたが、もう一度、大江のハザードマップと松尾北校区の話を

きっかけに協働という点で気付かれた点がありましたらお願いいたします。 

毎 熊 

委 員 

みなさんの話を聞きながら、自分の中で整理できた点をお話ししたいと思いま

す。私は、生協の理事をしていました。生協がこれまでどのように変わってきた

かと申しますと、以前は地域の班を作ってそこが活動の単位でした。そこでは、

情報の共有とか安否確認などが出来ていたと思っています。それが、今、崩して

しまったのか崩れてしまったのか、個という単位になってしまっているのです。

今までそういう考えがなかったのですが、なぜ崩れてしまったかというと、同じ

班でひとつのところで配達をする中で、昔は情報の共有があって、「これいいよ」

「これおいしいよ」という情報があったのです。それが今は、この商品を買って

いるということを知られたくない。そういうことで崩れてしまったのです。こん

なことがあるとは意外だったのですが、今の時代はそうやって個を形成していっ
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たのです。では、生協の活動を維持するためにどうしたかというと、そのような

同じ思いをもった人たちを集めたサークルを作り始めました。今のお話を聞いて

いて、同じような傾向をたどっているわけです。昔と同じような班を作ろうとい

うことは不可能なのです。ニーズが違っているのです。これを地域に置き換えた

ときに、地域自治に住民は全て参加できないが、サークルには参加できる人たち

がいるということで、これを繋げることが自治になるのではないかと思いました。

NPO 法人だったり任意団体であったりサークル的なつながりをするところと、自

治を繋げる。自治の役割は生命に関わることであったり、公共性のあるもの、こ

れに住民全員が参加できることが究極の目的だと思うのですが、個々に呼びかけ

てもなかなか集まらないから、サークル的なものを繋げていくと結果、校区とい

うようになっていくのではないでしょうか。そのような合体の仕方を考えていけ

たらと思っていたのです。ハザードマップは、行政としては作って終わり、その

後はサークル的なところが担っていけばよいのではと思いました。そこは役割分

担で制度を作っていけば続いていくのではないかと思います。 

上 野 

委員長 

ありがとうございました。おかげで、私たちも整理できたような気がします。

まさに仰られたように、個人主義的な価値観の広がりの中で、旧来の決められた

中に入れられる生活というのは厳しくなってきているわけです。昔にもう一度戻

そうということではなく、興味を持ってくれる方のサークルが地域の中に多重的

にあることが、２１世紀型の地域のあり方にしてはどうかというお話しのようで

した。中村委員などがやられていることがそうですが、行政から見た町内会や社

協など地域団体の境界線があるのですが、もう片方でこういうものに興味のある

人たち、市民の会、PTA、神社などのお祭りの会などネットワークを組み合わせて

活動される方がいらっしゃるかと思います。あるいは、まちづくりが旧来のやり

方で動かないときに、先鋭的なところは NPO 法人を作ってやられたり、任意にそ

ういうことが好きな方が集まってやられたりしているところもありますが、旧来

の地域の役割分担だけではなく、自主的に地域を機能させる人のつながり、それ

を果たせるネットワークなどに注目していかなければなりませんね。 

松 崎 

委 員 

前回、地域を見学して、地域の課題をどのように協働に結び付けていくかとい

うことを議論していると思いますが、行政には行政の課題がたぶんあると思いま

す。それを、校区と NPO などが自分達なりに、どのように一緒に解決していくか

という課題も別にあります。校区の課題には、地域の課題解決というのと、私的

な社会を豊かにしていこうという課題が包括的にあると思うのですが、そこに行

政全体の課題というのを見えるように出してもらえると、それにどのように私た

ち NPO が関わっていくか、関わっていくことができるのかと思います。いいアイ

ディアもあるでしょうし、使いものにならないものもあるでしょう。ある地域で

はうまくいくところも、いかないところもあるでしょう。そういうところでは NPO

も活躍できるところがあるのかなと思います。どうしても校区を越えてというの

は、浅尾委員のようにお隣の校区に広げるといったらいいでしょうが、バラバラ

とつながっているところではなかなかやりにくいので、協働ということを NPO な
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ど任意の団体がやるのであれば、そういう方向で参画協働できるかなと思ってい

ます。 

金 子 

委 員 

先ほどもいいましたが、婦人会というのは、校区の中に各地区の支部があるの

です。その支部の下に各団体さんがいるという状況です。何かあったときは、そ

の方に連絡ができるわけです。地域のいろんな行事がある度に会員さんに声をか

けて、町を盛り上げているのです。例えば、一人暮らしの方がいらっしゃったら

声をかけてくださいというような活動をしています。各地区の情報共有には婦人

会活動は適している活動だと思います。ただ、会員さんがいらっしゃらないこと

が困っています。 

上 野 

委員長 

熊本市だけ見ても、昔からアパートやマンションなどで隣近所とは付き合わな

い人がある地域と、そうではなく昔からそこに住めば、役割や社会関係が埋め込

まれている地域と、それらがミックスしている地域がありますよね。それぞれの

地域の特性に合わせながら、有効な問題解決の方法は違ってくるのだと思うので

す。それを、全てに情報提供し全て参加するというような、よく農村地域で見ら

れる、ある意味高度で凝集性のある協働性のある地域を目指すことはたぶん不可

能です。このことを前提としながら、それぞれの地域で、荒木副委員長が仰られ

たような「気付き」などを持つ人、知恵を出し合う、共感のネットワークが地域

の中に厳しい数字ですが、１割５分いらっしゃると、他の人は興味を持って地域

を感じる機会が生まれるのかと思いました。金子委員が仰られるような、会員を

増やしていく算段というのも、いいアイディアがなかなか思いつかないのですが、

もしかすると毎熊委員が仰られるような、地域に埋め込まれているのだけど、あ

たかもサークルに集まっているようなゆるさ、楽しさなどが見えてくれば、入っ

てくるのかもしれませんね。 

坂 口 

委 員 

NPOの話になるのですが、先ほどから、NPOは楽しいと思うことが大事と仰られ

ていたのですが、そもそも私が始めたときは、社会的な課題を解決していくのに、

行政に訴えていかなければならないと思っていたのですが、そうするよりも自分

達でやった方が早いということで始めたのです。でも、自分達でやっていても、

解決できない壁があるのです。それが、制度であったりします。文化で言うと文

化振興指針の検討などです。そこで、行政との協働ができるかなと思っていまし

た。ジャンルによって協働の仕方が違うかとは思います。生活の一部である分野

とそうでない分野で違うのかなという気がします。 

私が地域、市民生活に入っていないというように、先ほどからなっていますが、

まだ結婚せずに独り身で生活している人間が多いのです。地域社会に入っていく

きっかけがないのです。子どもがいれば、子どもの活動でつながりがあるのでし

ょうが、独り身でまた住んでいるところとは別の場所で仕事をしていると、夜に

帰ってきて土日も外に出てと、地元にほとんどいないという状態になるような生

活サイクルも根本的な問題かなとも思います。 

上 野 

委員長 

坂口委員を責めたように聞こえたかもしれませんが、ここで謝ります。私もお

なじです。これは都市的な生活です。ですが、私たちはライフステージの中で、
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PTA に関わらず得ない、子ども会の役員が回ってきた、自治会の役員にくじで当

たってしまったというような状況で引きずりこまれ、皆さんにこうやって支えら

れているのだと気付くものの、また役が終われば忘れて自分の生活に戻ってしま

います。そのような中ででも、社会がうまく機能する方法として自治をやってい

るのかなと思います。ある意味、全員が動員されていくのも怖い国のような気が

しますね。そういう意味では、皆さんが社会的責任を感じられて動いている。行

政も仕事の中でそうでしょうが、坂口委員は坂口委員なりに社会がよくなるよう

に起こされた。何かしらそういうものは持っていらっしゃると思います。そうい

うものを生かす機会が見つけきれなかったりということもあるでしょうし、今の

タイミングでは地域がご自分の興味関心ではないということもあるでしょう。 

石 田 

委 員 

私も独り身ですので、坂口委員の意見に大変共感しました。私の友人も、少し

前に結婚して、子どもも歩くようになっているのですが、今までは街のキレイな

美容院に行っていたのが、子どもの顔を地域に覚えてもらいたい、例えば迷子に

なったとき、災害のときに顔を覚えてもらっていないとダメだと考え、今は地域

の床屋さんに連れていくようになったと言っていました。そうすると、地域の自

治会の活動にも参加するようになったということでした。このように、私たちの

若い世代でも、何かきっかけがないと地域に入っていく余裕がないのかなと思い

ます。何かきっかけはあると思うのです。これまで、地域に入っていなかった方

が、なぜ入るようになったか、そのきっかけ、理由、背景が知識として蓄積して

いくといいのかなと思いました。逆になぜ離れていくのかということもですね。

先ほど仰られたように、子どもが学校を卒業してしまうと地域に出てこないなど

ですね。そのようなきっかけ、背景が各区ごとにでも集まると、何が足りないか

分かったり、NPOやソーシャルビジネスにつなげようとか進むのかもしれません。 

上 野 

委員長 

ありがとうございました。私たちの社会に関する研究は進んでいて、特に社会

心理学などは、このような公的な関わりに人々がどのように関わるのかというこ

とが研究されています。仕方がないから関わる、顔がつぶれるといった圧力がか

かっているところでは続くのでしょうが、そうでないところではどのようにやる

かということも研究されています。私たちは地域を活性化したり、命を守ったり、

人を助けたりするために、地域に参画協働しなければならないという理念を高く

掲げられるほどには、そこにコミットメントがやりづらい時代になっています。

もう片方で、何かあれば誰かやってくれるだろう、政府・行政の仕事だろうとい

うことは、アジアの国々ではだいたい共有しているのです。個人が集まって、個

人が決める、政府は小さいほうがよいというのは、英米の体系で作っているので

すが、私たちは全く違う価値観を持って暮らしているので、なかなか民主主義も

接木した制度と理念が融合していない部分もあります。これが、アメリカのよう

な社会がよいかというと、それもきっと皆さん嫌な部分もあるかと思います。と

りわけアメリカのコミュニティで言われるのが、自分の財産価値を守るために地

域活動をやるという理念が共有されているので非常に分かりやすいです。様々な

危難において、利他的に他人を助ける部分、そういうところに直面すれば、プラ
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ットフォームに落ちた人だって助けるでしょうし、川に飛び込んで助けようとす

るというのとまた違うと思うのです。いろんなリスクに対応するために協働しと

かなければならないと言うのは説得力があるものなのか、よく分かりません。有

効なのかもしれませんが、それでは人は動かないなと思うと、先ほどから言われ

ているように、何かの機会に地域に触れてみる、その中で学びだすということが

ないと無理なのかなと思いました。 

荒 木 副

委員長 

私の実家の山都町では、通潤橋の前で、B級グルメフェスタをやっていました。

これは、行政はタッチせず、山都町観光協会の若手職員が発案したアイディアで

やっておりました。通潤橋の放水もあって、宮崎、福岡からも来ておりました。B

級グルメは玉名のラーメンや孟宗竹のにしめ、いのししの肉などあちこちから出

ておりました。ある地区のトマト、たまねぎ、ねぎ、白菜、地区の婦人会の方が

競争して出しておりました。目の前で実演をしながら出してくれるのです。素人

集団が互いに競争しながら、協働に競争原理が入っている活動だなと感じました。

みんな生き生きとしてやっていました。そして若い人が多かったです。フェスタ

ということで楽しむということがあったからでしょうか。自閉症の子どもたちも

バスで来ていて、彼らにも手伝わせるのです。そのような活動を見ていて、各地

域の人々の空間的な概念で捉えられる協働と、各世代別の人々の時系列的概念で

捉えられる協働と、いろんな製品を作っている人々の協働がミックスされている。

みんな生き生きと楽しみながらやっている、そんな場面を見ました。これは私が

以前、山都町に文化大学構想を提言していたのですが、合併前の町村単位で地域

の生活文化に根付いた意見発表を住民の方で発表しあうということをやりあいま

しょう、地域の文化の掘り起こしをしましょうと言っていたのです。そうすると

集落再編成などを考えていくときに、道が開けるのではと言っていたのです。大

きな目標をどこかにおいて、地域住民に知らせ、情報が共有されると、自分達が

出来る範囲の活動を自分達の立場でやっていくということが、まだまだ日本は捨

てたものではないと感じました。 

熊本市内では松尾北校区のように、あのように活発に意見を言われる、大江地

区のように雨の中でも参加者が多いというように、何かちょっときっかけ、仕掛

けを作って地域の人とやっていけば、うまくまわっていくのかと思いました。ハ

ザードマップだけではなく、地区カルテ、総合マップを作って、カラー刷りのカ

レンダーのように印刷し、各家庭に配布して欲しいです。最近の市政だよりは読

みにくいです。あれに金をかけるよりは、広いものを作ってくれれば、見やすい、

隣近所とも何かあれば出来ることに気付いていけるのではと思いました。 

上 野 

委員長 

多様なネットワークを持った人が一緒になる機会として山都町の例をいただき

ました。ひとつのアイディアかと思います。 

これまでいただいた意見も含めまして、本日お話いたただいた意見を整理しま

して、体系的な形として整理を試みたいとおもいます。次回は今年度の最後の委

員会となります。日程について事務局より説明をお願いします。 

事務局 次回は、本日、ご協議いただきました、協働と総括的な意見について、前回い
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ただきました情報共有、参画へのご意見と併せて、論点を整理いたしますので、

まずはその内容についてご確認いただきます。 

併せて、それらの意見を基に、「答申書のたたき台」をお示しさせていただく予

定にしていますので、その内容について委員の皆様にご協議いただき、「答申書

（案）」としてまとめていただければと思っています。 

日程については、来年の２月の初旬を予定しています。具体的な日程の調整に

ついては、時期が近まりましてから改めて調整させていただきます。 

上 野 

委員長 

ありがとうございます。 

あと、本日、浅尾委員から各区のまちづくりビションの冊子を配布いただいて

います。 

浅 尾 

委 員 

各区で個性がでたものになっています。自治基本条例があって作られていると

思いますが、例えば東区、情報共有や協働の書き方が少しづつ違っています。参

画も参加だけです。以外に面白いなと思ったのは北区でして、住民自治という言

葉をきちっと書いてやっていこうとされています。植木町と合併されたというこ

ともあるのかと思います。それぞれ個性がでてきているものになっていますので、

見ていただければと思います。次の時に、このようなものも見ながらやれたらい

いなと思っています。 

事務局 自治基本条例の見直しの経過について、ご報告をさせていただきます。本年の

３月に自治推進委員会の方から条例の見直しに係る項目と内容について答申をい

ただきました。当初は、その答申をもとに行政の方でたたき案を作って、市民参

画の手続きをしながら条例として議会に提案して、パブリックコメントにいくと

う流れで考えておりましたけれども、答申書にも書かれているように、浅尾委員

から見直し委員会を別途設けて協議すべきではないかというようなご意見もいた

だいたところです。一方で市民の方からオンブズマンの方に申し立てがありまし

て、同じような趣旨の申し立てをいただきました。オンブズマンの判断としまし

ては、自治推進委員での協議は有効であるけれども、条例に定める参画の手続き

としては、まだ、始まっていないのではないかというようなご指摘をいただきま

した。ということで、改めて市民参画の手続きという形で行うために、見直し委

員会を設置して、この委員会からいただいた答申を踏まえて、条例の見直しにつ

いてさらに具体的な検討を行っていただくというところで検討委員会を設置する

こととしまして、さる９月議会に委員会の設置に関しての条例の改正をあげまし

て議決をいただいたところです。自治基本条例見直し委員会という名称になるの

ですけれども、学識経験者、市議会議員、各区のまちづくり活動者、公募の委員

などを併せて１５人ということで構成します。いま、委員会の人選を公募も含め

て準備しているところですが、スケジュールとしましては、今年の１２月の末に

第１回の会議を開く予定でありまして、全体で６回程度の協議を予定しています。

最終的には、来年の９月議会に条例の改正案を上程できればというスケジュール

で準備を進めているところですので、ご報告申し上げます。 

上 野 委 ご報告ありがとうございます。今日はたくさんご意見もいただきまして、あり
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員長 がとうございました。それでは、これで終わります。 

 


